
答

平
松
町
長

す
る
と
し
て
い
ま
す
。
待
機
48

人

中
、
認
可
外
保
育
所
に
何
人
預
け

て
い
ま
す
か
。
地
域
型
保
育
所
の

認
可
の
状
況
は
。

　
３
歳
以
降
、
幼
稚
園
・
保
育
園
・

認
定
こ
ど
も
園
に
移
行
す
る
為
の

地
域
型
保
育
事
業
者
と
の
情
報
共

有
・
連
携
支
援
は
で
き
て
い
ま
す

か
。
保
育
士
の
確
保
は
。

　
今
後
の
待
機
児
童
の
解
消
な
ど

に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
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９
月
１
日
現
在
、
48

人
の
待
機

児
童
が
３
歳
未
満
で
出
て
い
ま
す
。

保
育
士
不
足
に
よ
り
、
ア
ザ
レ
ア

幼
児
園
が
２
ク
ラ
ス
閉
園
状
況
で

す
。
民
営
化
の
検
討
中
で
す
が
、

民
営
化
で
待
機
は
ど
の
程
度
解
消

さ
れ
ま
す
か
。

　
新
制
度
で
園
は
、
待
機
児
童
が

多
い
３
歳
未
満
児
を
対
象
に
地
域

型
保
育
を
新
設
し
、
市
町
村
の
認

可
事
業
と
し
て
保
育
の
場
を
確
保

問 ３
歳
未
満
の
保
育
所
待
機
児
童
解
消
は

答弁中の平松町長

　
今
回
の
質
問
は
、
非
常
に
お
答

え
し
に
く
い
状
況
で
す
。
現
在
、

保
護
者
や
議
員
・
専
門
家
な
ど
で

構
成
さ
れ
る
、
認
定
子
ど
も
園
等

民
営
化
検
討
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、

協
議
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

委
員
会
に
お
願
い
し
て
い
る
の
は
、

た
だ
民
営
化
す
る
、
と
い
う
こ
と

だ
け
で
は
な
く
、
待
機
児
童
解
消

も
含
め
て
検
討
し
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

　
ま
だ
、
そ
の
結
果
が
出
て
い
な

い
状
況
で
、
委
員
会
を
無
視
し
、

私
が
こ
の
質
問
に
お
答
え
す
る
の

は
時
期
尚

し
ょ
う

早そ
う

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
こ
の
結
果
を
待
っ
て

そ
の
時
点
で
町
長
報
告
に
て
お
答

え
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。

○ 「問」については、議員が提出した要約文のとおり掲載しており、

編集は行っていません。

が 聞 きた い！

子

育

て
民
営
化
検
討
委
員
会
で
協
議

アザレア幼児園
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令
和
元
年
８
月
末
現
在
、
当
町

の
措
置
人
数
は
２
名
で
減
少
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
高
齢
化
や
核
家
族

化
が
進
ん
で
は
い
ま
す
が
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
地

域
包
括
ケ
ア
会
議
等
に
お
い
て
連

携
を
図
り
、
高
齢
者
の
虐
待
等
を

未
然
に
防
い
で
い
ま
す
。
ま
た
、

相
談
者
の
状
況
に
合
わ
せ
て

措
置
入
所
や
介
護
保
険
施
設

入
所
等
、
適
切
に
対
応
し
て

い
ま
す
。

　
次
に
養
護
老
人
ホ
ー
ム
入

所
希
望
者
は
８
月
末
現
在
で

該
当
者
は
い
ま
せ
ん
。
年
度

ご
と
の
措
置
数
、
新
た
に
措

置
さ
れ
た
人
数
は
、
平
成
22

年
度
を
最
後
に
新
規
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
27

年
度
６
名
、

28
・
29

年
度
５
名
、
30

年
度
３

名
、
今
年
度
は
８
月
末
現
在

で
２
名
で
す
。

　
措
置
制
度
の
職
員
理
解
度

答

平
松
町
長

17

年
の
小
泉
改
革
に
よ
り
、
公
費

分
は
全
額
町
負
担
と
な
り
ま
し

た
。
財
政
面
か
ら
見
る
と
、
過
大

に
な
る
こ
と
は
避
け
た
い
費
目
で

し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
財
政
第
一
の
思
考
に

傾
く
と
「
措
置
控
え
」
を
起
こ
す
懸

念
も
あ
り
、
バ
ラ
ン
ス
が
問
わ
れ

ま
す
。
同
事
業
の
今
後
の
見
通
し

に
つ
い
て
町
長
の
ご
見
解
を
伺
い

ま
す
。

で
す
が
、
職
員
が
理
解
し
て
い
な

い
と
対
応
で
き
ま
せ
ん
。
生
活
保

護
も
含
め
、
そ
の
人
に
と
っ
て
一

番
良
い
形
を
提
供
す
る
の
が
我
々

の
役
目
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を

専
門
家
で
あ
る
社
会
福
祉
協
議
会

に
移
し
た
の
も
迅
速
に
動
け
る
体

制
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
須
恵
町
の
老
人
保
護
措
置
事
業

が
縮
小
し
続
け
て
い
ま
す
。
今
や

老
人
保
護
措
置
費
は
、
10

年
前
の

平
成
21

年
比
で
約
37
・
５
％
ま
で

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
歓
迎
す

べ
き
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
措
置
費
は
身
寄
り
が
な
く
、
経

済
面
や
身
体
面
、
環
境
な
ど
に

様
々
な
事
情
を
持
つ
高
齢
者
を
、

養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
て
養
護
し
自

立
を
図
る
た
め
の
支
出
で
、
平
成

一
番
良
い
形
を
提
供
す
る

問 老
人
保
護
措
置
事
業
の
見
通
し
は

2

田ノ上 真  議員

○ 一般質問とは、議員が町長など執行機関に対し、町の行財政全般に

ついて疑問点をただし、報告や説明を求めることです。

一/般/質/問 ここが 聞 

福

祉
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